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請願第 １号 義務教育に係る国による財源確保と、３０人以下学級

の実現をはかり、教育の機会均等と水準の維持向上、

並びにゆきとどいた教育の保障に関する請願

請願第１３号 少人数学級の推進と小学校の英語専科教員の加配を

求める請願

資料１ 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び地方教育

行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の概要、県費負担教職員

の給与負担等の移譲について

資料２ 学級編制の弾力的運用による 35人以下学級の実施状況表（令和元年 5月 1日現在）

資料３ 小学校及び中学校における学級編制の比較等（30 人以下学級）

資料４ 小学校及び中学校における学級編制の比較等（35 人以下学級） 

資料５ 令和元年度における国の標準を下回る「学級編制基準の弾力的運用」の実施状況

について（文部科学省資料） 

資料６ 令和元年度少人数学級（研究指定校）の取組概要 

資料７ 令和元年度少人数指導等（指導方法工夫改善）の取組概要 

資料８ 令和２年度国の予算編成に対する要請書（川崎市）

資料９ 要望書（指定都市教育委員会協議会）

資料１０ 令和２年度国の施策及び予算に関する提案（指定都市）

資料１１ 小学校における外国語教育について

令和２年６月１２日 

教育委員会事務局 
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■

●権限移譲イメージ

県費負担教職員の給与負担等の移譲について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す
る法律」いわゆる「第４次一括法」の施行により、平成２９年４月から、市立小中学校や特別支
援学校の県費負担教職員の給与等の負担や定数の決定権限等の包括的な権限が道府県
から指定都市に移譲されるとともに、個人住民税所得割の２％が指定都市に税源移譲され
た。

権限移譲前 平成29年4月以降

国
学級編制や教職員配置の標準を策定

国
学級編制や教職員配置の標準を策定

義務教育費

国庫負担金

義務教育費

国庫負担金

義務教育費

国庫負担金

都道府県
国の標準をもと

に、学級編制基

準等を策定

指定都市
道府県の基準に

基づいて、学級

編制を行い教職

員を配置

都道府県
国の標準をもと

に、学級編制基

準等を策定

指定都市
国の標準をもと

に、児童生徒の

実態を考慮して

学級編制を行い

教職員を配置

給
与

任
命

任
命

市の教職員
（小・中・特）

指定都市の

教職員
（小・中・特）

市の教職員
（小・中・特）

指定都市の

教職員
（小・中・特）

給
与

任
命

任
命

給
与

基準
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学級編制の弾力的運用による35人以下学級の実施状況表（令和2年5月1日現在）

ア　学校種別弾力的運用実施校数

研究指定 弾力化 研究指定 弾力化 研究指定 弾力化

H16年度 11 2 1 11 3

17年度 15 3 2 15 5

18年度 32 5 2 32 7

19年度 39 6 6 3 45 9

20年度 65 10 75

21年度 66 6 12 78 6

22年度 64 4 18 82 4

23年度 63 6 16 79 6

24年度 73 1 10 83 1

25年度 70 3 6 1 76 4

26年度 80 2 8 88 2

27年度 77 1 7 2 84 3

28年度 81 1 6 1 87 2

29年度 86 3 7 2 93 5

30年度 72 3 9 2 81 5

R1年度 73 1 6 0 79 1

R2年度 75 1 6 2 81 3

イ　小学校学年別内訳（実施件数）

実質

H16年度 11 1 1 11 2

17年度 13 1 4 1 1 17 3

18年度 23 1 13 1 2 1 36 5

19年度 31 1 12 4 1 43 6

20年度 42 15 6 4 3 5 75

21年度 42 1 14 4 3 8 1 8 4 79 6

22年度 37 1 11 6 1 5 6 11 2 76 4

23年度 41 1 3 1 9 10 2 7 2 70 6

24年度 42 17 1 6 13 17 95 1

25年度 38 23 1 7 10 17 2 95 3

26年度 49 20 16 1 13 11 1 109 2

27年度 38 14 14 1 17 21 104 1

28年度 42 17 13 12 17 1 101 1

29年度 49 12 11 1 13 1 14 2 99 4

30年度 38 11 12 15 2 16 1 92 3

R1年度 2 39 8 14 12 16 1 91 1

R2年度 2 46 11 7 13 15 1 94 1

ウ　中学校学年別内訳（実施件数）

研究指定 弾力化 研究指定 弾力化 研究指定 弾力化 研究指定 弾力化

H16年度 1 1

17年度 2 2

18年度 1 1 2

19年度 6 1 2 6 3

20年度 4 5 3 12

21年度 3 6 3 12

22年度 5 6 7 18

23年度 2 7 8 17

24年度 3 4 7 14

25年度 4 2 2 1 8 1

26年度 3 4 3 10

27年度 2 5 3 8 2

28年度 1 1 5 6 1

29年度 2 1 2 1 3 7 2

30年度 4 1 2 3 1 9 2

R1年度 3 3 6 0

R2年度 1 1 1 1 4 0 6 2

研究指定 弾力化 研究指定 弾力化研究指定 弾力化
研究指定等 

1年生 3年生

小学校 中学校 合計
実施校数 実施校数 実施校数

2年生 6年生 合計

1年生 2年生 3年生 合計

5年生4年生

弾力化 研究指定 弾力化 研究指定 弾力化 研究指定 弾力化

【研究指定】

● 少人数指導やティーム・ティーチングのために配当され

る目的定数を学級担任に充て少人数学級に係る研究指定校と

して実施するもの

【弾力化】

● 学級数に応じて配当される基本定数のうち、学級担任以

外の教員を学級担任に充て少人数学級を実施するもの

※ 表「ア」は少人数学級の実施校数であり、表「イ」は小

学校における学年別の件数であるため、合計数は異なります。
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小学校及び中学校における学級編制の比較等（30 人以下学級）

１ 学級編制 

 ３０人以下学級を実施した場合の学級増及び学級増に伴う学級担任に必要な人件費

※ 学級担任に必要な人件費の積算であり、級外教諭の増加分は含めていない。

※ 教諭一人当たりの人件費 

  義務教育諸学校教育職給料表 2 級の給与（給料月額＋教職調整額＋地域手当）の支給総

額÷対象者数（正規＋臨任）×16.50 月

（1,427,155,900 円+57,072,176 円+240,717,227 円）÷4,752 人×16.50 月≒5,990 千円

※ 上記人件費には、その他の手当（住居手当、扶養手当、通勤手当等）、社会保険料の事業

主負担分等は含めていない。

２ 教室の整備 

学級増に伴い不足する教室数と増築に必要な工事費

※ １教室あたりの工事費 

  過去５年間で普通教室のみを増築工事した学校（３校）の実績から算出

  （末長小＠107,236 千円＋西梶ヶ谷小＠115,623 千円＋塚越中＠84,455 千円）÷3 校

＝102,438 千円

※ 上記工事費には、設計費、工事監理費等は含めていない。

学級数

（小 1・2 は 35
人編制）

30 人編制 学級増
費用（千円）

人数×単価

小
学
校

1 年生 402 455 53 317,470 
2 年生 405 457 52 311,480 
3 年生 358 457 99 593,010 
4 年生 364 458 94 563,060 
5 年生 356 451 95 569,050 
6 年生 355 457 102 610,980 
計 2,240 2,735  495 2,965,050 

中
学
校

1 年生 270 355 85 509,150 
2 年生 265 347 82 491,180 
3 年生 258 339 81 485,190 
計 793 1,041 248 1,485,520 

合 計 3,033 3,776 743 4,450,570

不足する教室数 費用（千円）

小学校 102 10,448,676 
中学校 45 4,609,710 
計 147 15,058,386
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小学校及び中学校における学級編制の比較等（35 人以下学級）

１ 学級編制 

 ３５人以下学級を実施した場合の学級増及び学級増に伴う学級担任に必要な人件費

小学校 3年生及び中学校 1年生の学級編制を 35 人とした場合、学級担任に必要な教員数

は 79 人となり、473,210 千円の人件費が毎年必要となる。 

※ 学級担任に必要な人件費の積算であり、級外教諭の増加分は含めていない。

※ 教諭一人当たりの人件費 

  義務教育諸学校教育職給料表 2 級の給与（給料月額＋教職調整額＋地域手当）の支給総

額÷対象者数（正規＋臨任）×16.50 月

（1,427,155,900 円+57,072,176 円+240,717,227 円）÷4,752 人×16.50 月≒5,990 千円

※ 上記人件費には、その他の手当（住居手当、扶養手当、通勤手当等）、社会保険料の事業

主負担分等は含めていない。

２ 教室の整備 

学級増に伴い不足する教室数と増築に必要な工事費

※ １教室あたりの工事費 

  過去５年間で普通教室のみを増築工事した学校（３校）の実績から算出

  （末長小＠107,236 千円＋西梶ヶ谷小＠115,623 千円＋塚越中＠84,455 千円）÷3 校

＝102,438 千円

※ 上記工事費には、設計費、工事監理費等は含めていない。

学級数

（小 1・2 は 35
人編制）

35 人編制 学級増
費用（千円）

人数×単価

小
学
校

1 年生 402 402   
2 年生 405 405   
3 年生 358 397 39 233,610 
4 年生 364 395 31 185,690 
5 年生 356 399 43 257,570 
6 年生 355 393 38 227,620 
計 2,240 2,391  151 904,490 

中
学
校

1 年生 270 310 40 239,600 
2 年生 265 298 33 197,670 
3 年生 258 295 37 221,630 
計 793 903 110 658,900 

合 計 3,033 3,294 261 1,563,390

不足する教室数 費用（千円）

小３ 3 307,314 
中１ 4 409,752 

小３～中３ 25 2,560,950
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自治体名 校種 学年 選択制 概　　　　　　要

令和元年度における国の標準を下回る「学級編制基準の弾力的運用」の実施状況について

札幌市 中 1年 学年2学級以上で、1学級の平均生徒数が35人を超える学校で35人以下学級

仙台市 中 1～3年 35人以下学級

さいたま市 中 1年 研究指定校において38人以下学級

3・4年 ○ 35人以下学級

5・6年 ○ 38人以下学級

中 全学年 ○ 38人以下学級

小 3～6年

中 全学年

小 3～6年

中 全学年

小 3～6年

中 全学年

1・2年 32人以下学級

3・4年 32人以下学級（下限23人）

5・6年 35人以下学級（下限25人）

中 全学年 35人以下学級（下限25人）

小 3～6年 ○ 35人以下学級（下限25人）

中 全学年 ○ 35人以下学級（下限25人）

1・2年 ○ 30人以下学級（下限25人）

3～6年 ○ 35人以下学級（下限25人）

中 全学年 ○ 35人以下学級（下限25人）

小 1・2年 30人以下学級

中 1年 35人以下学級

小 3～6年 ○ 30人程度学級

3年 30人以下学級

1・2年 ○ 35人以下学級

大阪市

堺市 小 3～6年 ○ 1学級の平均児童数が38人を超える学年で、38人以下学級

神戸市 小 3・4年 ○ 研究指定校において35人以下学級

小 3～6年 ○ 研究指定校において35人以下学級

中 全学年 ○ 研究指定校において35人以下学級

小 3～6年 学年2学級以上で、1学級の平均児童数が35人を超える学年で35人以下学級

中 1年 学年2学級以上で、1学級の平均生徒数が35人を超える学年で35人以下学級

小 3年

中 1年

小 4～6年

中 2・3年

小 3・4年 35人以下学級

中 1年 ○ 35人以下学級

小 3・4年 35人以下学級

中 1年 35人以下学級

注1)「選択制」欄は、市町村の判断で、少人数学級又は少人数指導等の選択的な実施を認めている都道府県・指定都市。

注2)「研究指定校」における実施は、国の加配定数を活用して少人数学級を実施している場合のうち、一部の学校を対象

　　として実施している場合。

福岡市

熊本市

○

北九州市

35人以下学級

○ 35人以下学級

京都市
中

岡山市

広島市

静岡市

浜松市

小

名古屋市

相模原市 ○ 研究指定校において35人以下学級（前年度の学級数を維持する場合も対象）

新潟市
小

川崎市 ○ 研究指定校において35人以下学級（前年度の学級数を維持する場合も対象）

横浜市 ○ 研究指定校において35人以下学級（前年度の学級数を維持する場合も対象）

千葉市
小
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自治体名 校種 学年 選択制 概　　　　　　要

北海道 中 1年 学年2学級以上で、1学級の平均生徒数が35人を超える学校で35人以下学級（市町村教委からの要望）

小 1～4年

中 1年

小 3～6年 ○ 35人以下学級（市町村教委からの要望）

中 全学年 35人以下学級

宮城県 中 1年 35人以下学級

小 1～6年 学年2学級以上の学校で30人程度学級

中 1～3年 学年2学級以上の学校で30人程度学級

1年 学年2学級以上の学校で33人以下学級（市町村教委からの要望）

2年 学年2学級以上の学校で33人学級（市町村教委からの要望）

3～6年

中 全学年

1・2年 ○ 30人以下学級

3～6年 ○ 30人程度学級（33人での学級編制を可能とする定数を措置）

1年 ○ 30人以下学級

2・3年 ○ 30人程度学級（33人での学級編制を可能とする定数を措置）

小 3～6年

中 1～3年

小 3・4・5年

中 全学年

1・2年 30人以下学級

3・4年 35人以下学級

中 1年 35人以下学級

埼玉県 中 1年 ○ 38人以下学級（市町村教委からの要望）

3年 35人以下学級（市町村教委からの要望）

4～6年 38人以下学級（市町村教委からの要望）

1年 35人以下学級（市町村教委からの要望）

2・3年 38人以下学級（市町村教委からの要望）

東京都 中 1年 ○ 学年2学級以上で、1学級の平均生徒数が35人を超える学年で35人以下学級

小 3～6年

中 全学年

1・2年 32人以下学級（前年度の学級数を維持する場合も含む）

3～6年 35人以下学級（下限25人）

中 全学年 35人以下学級（下限25人）

小 3・4年 ○ 35人以下学級（市町村教委からの要望）

中 1年 ○ 35人以下学級（市町村教委からの要望）

小 3・4年

中 1年

3・4年 35人以下学級

5・6年 36人以下学級

1年 30人以下学級

2・3年 32人以下学級

福井県

小

○

中

富山県

石川県 ○ 35人以下学級（市町村教委からの要望）

神奈川県 ○ 研究指定校において35人以下学級（前年度の学級数を維持する場合も対象)

新潟県
小

千葉県

小 ○

中 ○

栃木県 35人以下学級

群馬県
小

学年2学級以上の学校で33人以下学級（市町村教委からの要望）

福島県

小

中

茨城県 児童生徒数35人を超える学級を3学級以上有する学校で35人以下学級

秋田県

山形県
小

令和元年度における国の標準を下回る「学級編制基準の弾力的運用」の実施状況について

青森県 学年2学級以上の学校で33人以下学級

岩手県
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自治体名 校種 学年 選択制 概　　　　　　要

令和元年度における国の標準を下回る「学級編制基準の弾力的運用」の実施状況について

1年 学年2学級以上で、1学級の平均児童数が30人を超える学校で30人以下学級（市町村教委からの要望）

2年 学年2学級以上で、1学級の平均児童数が30人を超える学校で30人以下学級（市町村教委からの要望）

3～6年 学年2学級以上で、1学級の平均児童数が35人を超える学校で35人以下学級（市町村教委からの要望）

中 1～3年 学年2学級以上で、1学級の平均生徒数が35人を超える学校で35人以下学級（市町村教委からの要望）

小 3～6年 35人以下学級

中 全学年 35人以下学級

小 3年 35人以下学級

中 1年 35人以下学級

小 3～6年 ○ 35人以下学級

中 全学年 ○ 35人以下学級

愛知県 中 1年 35人以下学級

1年 30人以下学級（下限25人）

2年 30人以下学級（下限25人）ただし、学年1～2学級の36人以上学級は解消

中 1年 35人以下学級（下限25人）

3年 35人以下学級

4～6年 ○ 35人以下学級

1年 35人以下学級

2・3年 ○ 35人以下学級

小 3～6年 ○ 30人程度学級

中 全学年 ○ 35人以下学級

大阪府

兵庫県 小 3・4年 ○ 35人以下学級(市町教委からの要望)

奈良県 小・中 全学年 ○ 研究指定校において30人以下学級

小 3～6年 研究指定校において35人以下学級。ただし、学年2学級以下の場合は38人以下学級

中 全学年 研究指定校において35人以下学級

1・2年 30人以下学級

3～6年 35人以下学級

1年 33人以下学級

2・3年 35人以下学級

1・2年 ○ 30人以下学級

3～6年 35人以下学級

中 全学年 35人以下学級

小 3～6年 ○ 研究指定校において35人以下学級

中 全学年 ○ 研究指定校において35人以下学級

広島県

1年 学年4学級以上で、1学級の平均児童数が30人を超える学校で30人以下学級（市町村教委からの要望）

3～6年

中 全学年

小 3～6年

1年

2・3年 研究指定校において35人以下学級

35人以下学級

徳島県
35人以下学級

中

島根県
小

岡山県

山口県
小

京都府

和歌山県

鳥取県

小

中

静岡県

三重県
小

○

滋賀県

小

中

長野県

岐阜県

山梨県
小

○
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自治体名 校種 学年 選択制 概　　　　　　要

令和元年度における国の標準を下回る「学級編制基準の弾力的運用」の実施状況について

小 3・4年

中 1年

小 5・6年

中 2・3年

3・4年 35人以下学級

5・6年 児童数が概ね各学年100人を超える学校で、必要性を考慮した35人以下学級

中 全学年 生徒数が概ね各学年200人を超える学校で、必要性を考慮した35人以下学級

1・2年 30人以下学級

3・4年 35人以下学級

中 1年 30人以下学級（市町村教委からの要望）

小 3～6年

中 全学年

小 3～6年

中 全学年

1年 30人以下学級

6年

中 1年

熊本県

1年 30人以下学級（18人下限）

2年

中 1年

小 1・2年 学年児童数が31～35人を除いた学校で30人以下学級

中 1年 35人以下学級

小 1・2年 学年児童数が31～35人を除いた学校で30人以下学級

中 1年 生徒数36人以上の学級を2学級以上有する学校のうち研究指定校において35人以下学級

1・2年 30人以下学級（下限25人）

3～6年 35人以下学級

中 1年 35人以下学級

鹿児島県

沖縄県
小

大分県
小

30人以下学級（20人下限）

宮崎県

研究指定校において35人以下学級

佐賀県 ○ 35人以下学級

長崎県
小

○
35人以下学級

高知県
小

福岡県

香川県

35人以下学級

１学級の平均児童生徒数が35人を超える学校で35人以下学級（市町教委からの要望）

愛媛県
小
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令和元年度 少人数学級（研究指定校）の取組概要

少人数学級によるメリット 

小

学

校

学級担任が日常的に児童それぞれの到達度や理解の度合いを十分に確認する

ことができ、必要に応じた支援や指導が可能になった。また、より効果的な授

業展開や単元構成の工夫が行えている。 

落ち着いて学習に取り組むことが苦手な児童も、担任からの声掛けや個別対応

の機会が増えたことで意欲的に学習に臨む姿が見られるようになった。 

よりきめ細やかに子どもたちを見取ることで、多くの活躍の場を一人一人に与

えることができたことにより児童の良い面を伸ばすことができた。また、自尊

感情の高まりとともに、同じクラスの人間関係を大切にしようとする他者への

共感的態度も育ち、全体として穏やかで好ましい集団を形成することができ

た。 

教室にゆとりがあることで、多様な学習環境を生み出すことができた。 

中

学

校

学級の生徒数を減らしたことで、各担任および各教科担当が、生徒一人ひとり

に関われる機会が増え、きめ細やかな指導を行うことができた。 

みとりがしやすくテストの採点や評価などの時間を要する部分への負担がすく

なく教員にゆとりが生まれ穏やかに生徒と接することができた。 

子どもと向き合う時間が確保できるため、基本的生活習慣が定着しやすく、ま

た、良好な人間関係づくりができた。 

少人数学級によるデメリット

小

学

校

個人差が出やすい教科においては、少人数学級にしても課題は残る。 

人数が少ないため、仲の良い子が全員他のクラスになり、年度当初は困惑して

いる児童もいた。 

中

学

校

一部の職員の持ち時間の増加による負担増が感じられた。 
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令和元年度 少人数指導等（指導方法工夫改善）の取組概要

少人数指導等によるメリット 

小

学

校

少人数指導やティーム・ティーチングにより、児童が分からない時に質問しや

すい雰囲気ができ、「やってみよう」という児童の前向きな意欲につながった。

また、一人ひとりに目が行き届き、個々に学習の進捗状況やつまずきをみとる

ことができ、今後の指導に十分に生かすことができた。 

低学年の指導に関しては、ティーム・ティーチングで丁寧に対応することが有

効であり、指導内容が定着し、学習意欲にもつながった。 

少人数指導にすることで、発言する機会が増えたり、練習問題に対して自分の

ペースで確実に取り組めたりするなど、児童の自信につながっている。 

加配教員が、意欲や関心を引き出す教材を作成することで、教員の教材研究の

幅も広がった。 

授業に複数の教員が関わることで、児童の気持ちの落ち込みに伴う学習態度の

変容に気づくことができた。 

中

学

校

生徒一人ひとりの習熟度・学習到達度をきめ細やかに把握しながら、つまづき

等に早期に気づき、寄り添った指導につなげることができた。また、学習に取

り組む意欲について効果的な伸長を図ることができた。 

少人数授業は生徒がより授業に集中でき、話し合い活動もスムーズに行える部

分がある。また、自ら意見を出せる場面も増えたことで、生徒の学習活動が充

実するメリットを感じる。 

少人数指導等によるデメリット

小

学

校

少人数指導を実施するための教室の確保に苦慮した。 

担任との打ち合わせの時間がなかなか取れなかった。 

中

学

校

指導者同士の話し合いを持つ時間が確保しづらいことが課題である。 

本市としては、児童生徒の習熟度に応じた指導や特別な教育的ニーズに対応する

ため、指導方法工夫改善定数を活用して、少人数学級も含め、少人数指導やティー

ム・ティーチングを選択できるようにしており、各学校が実情に応じてきめ細やか

な指導が実施できるよう、教育環境の充実を図ることが重要であると考えている。 
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小学校における外国語教育について

１ 小学校外国語の指導体制について

主な役割等

CET（中核英語教員）

各小学校 1 名

外国語教育推進リーダーとしての活動 

カリキュラムの作成 

ALT、ERT と連携 

英語授業を T1または T2として実施 

学級担任をもちながら、教科交換により、授業を実施 

学級担任が T1として授業を行えるよう校内研修等で指導 

ERT（小学校英語強化非常勤講師）

R2 80 校に配置

学級担任が実施する外国語の授業を支援・強化 

T2 として英語面で授業の支援 

授業づくりの指導・助言 

ALT とのティームティーチングを支援 

ALT（外国語指導助手）

R2 113 名配置（小 70名）

英語の面での支援 

異文化を受容する態度の育成 

コミュニケーション能力の育成 

主体的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成 

専科指導教員 
R2 8 名分の定数を 10校に配置 

※ＣＥＴの役割を担う場合が多い。

新学習指導要領の全面実施に向けて、小学校外国語教育の

充実と教員の負担軽減

一定の英語力を有する教員による、質の高い英語教育の実

施と、他の担任への外国語授業や教材研究等に関する指

導・助言

２ 小学校外国語に係る研修について

研修名 研修内容の概要 

小学校外国語教育推進担当者研修

（ＣＥＴ研修）

各校ＣＥＴ１名参加

英語教育を推進するために必要な知識を身に付ける。

小学校英語強化教員研修

（ＥＲＴ研修）

ＥＲＴ参加

各小学校の支援に必要な知識と技能を身に付ける。

希望研修

小学校外国語教育

希望する小学校教員

英語力、授業力の向上

３ 英語専科指導教員の配置に必要な人件費について（小学校 3・4年週 1コマ、5・6年週 2コマ）

週当たりの授業コマ数 人的体制 対象校 人件費（千円） 

～１２コマ 非常勤講師 20 40,220 
１３～２４コマ 正規教員 59 353,410 
２５コマ～ 正規教員+非常勤講師 25 200,025 

計 104 593,655

※ 正規教員一人当たりの人件費 5,990 千円

※ 非常勤講師（週 17 時間）一人当たりの人件費 2,011 千円
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